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船橋都市計画小室東地区地区計画 

名称 小室東地区地区計画  

位置 船橋市小室町の一部の区域  

面積 約１３．３ｈａ  

地
区
計
画
の
目
標

本地区は、船橋市中心市街地より北東約１３ｋｍに位置する市最北部の市街地である。

周辺を農地や豊かな自然環境に囲まれ、西側は千葉北部地区新住宅市街地開発事業（千葉

ニュータウン）による良好な住宅市街地に隣接し、南側は北総鉄道「小室駅」にも近接す

る地理的に恵まれた環境にある。  

本地区計画は、小室駅に近接する利便性を活かし、土地区画整理事業により創出される

良好で質の高い住宅市街地の保全を図るとともに、緑に囲まれた地区の特性を活かし、隣

接する千葉ニュータウンや既存集落と調和した魅力ある街並みや、快適で防災性に優れた

居住環境を計画的に誘導し、良好な住宅市街地の形成・保全を目指す。  

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針

【土地利用の方針】  

地区計画の目標の実現を図るため、本地区を２つの地区に区分し、土地利用の方針をそ

れぞれ以下のとおり定める。  

＜低層住宅地区 A＞  

 計画的・一体的に形成される戸建て住宅と調和した住宅地として、落ち着きのある良好

な住環境の保全・誘導を図る。  

＜低層住宅地区 B＞  

 緑豊かな環境との調和が図られた戸建て住宅を主体とする住宅地として、良好な住環境

の誘導を図る。  

【建築物等の整備の方針】  

 本地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等の整備の方針を以下のように

定める。  

１．低層住宅地区 A において、落ち着きのある住環境の保全・誘導を図るため、建築物

の用途の制限を定める。  

２．敷地の細分化を防ぎ、快適な居住環境の形成を図るため、建築物の敷地面積の最低限

度を定める。  

３．緑豊かな美しい街並みの形成や防災性の向上を図るため、かき又はさくの構造の制限

を定める。  
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地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

地
区
の
区
分

地 区 の 

名 称 
低層住宅地区Ａ 低層住宅地区Ｂ 

地 区 の 

面 積 
約５．６ｈａ 約７．７ｈａ 

建築物等の用途

の制限 

次に掲げる建築物以外の建築

物は、建築してはならない。 

ただし、市長が公益上必要で

やむを得ないと認めて許可した

ものについては、この限りでな

い。 

－ 

１．一戸建ての住宅  

２．長屋  

３．前２号に掲げる建築物で建

築基準法施行令（昭和２５年

政令第３３８号）第１３０条

の３に掲げる用途を兼ねるも

の 

４．学校、図書館その他これら

に類するもの  

５．保育所  

６．診療所  

７．巡査派出所、公衆電話所そ

の他これらに類する公益上必

要な建築物  

８．前各号の建築物に附属する

もの 

建築物の敷地面

積の最低限度 

１３５㎡ 

ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては適用

しない。 

１．土地区画整理事業による当該規定に適合しない仮換地又は

換地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地

として使用するもの 

２．市長が公益上必要な建築物でやむを得ないと認めて許可し

たもの  

かき又はさくの

構造の制限 

道路に面してかき又はさくを設ける場合は、原則として生

垣、透視可能なフェンスその他これらに類する構造とする。 

ただし、ブロックその他これに類する構造のものを設ける場

合にあっては、地盤面からの高さは、１ｍ以下とする。 


